
【案】 

家庭ごみ定期収集及び運搬業務（第１期分）委託契約書 

 

 

 家庭ごみ定期収集及び運搬業務（第１期分）について、高松市長（以下「委託者」という。）

と【業者名】【代表者役職】【代表者氏名】（以下「受託者」という。）との間に、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に基づき、次の条項により委託契約を締

結した。 

（契約の目的） 

第１条  委託者は高松市一般廃棄物処理実施計画に基づく一般廃棄物の収集及び運搬業務の

一部（以下「委託業務」という。）を受託者に委託し、受託者はこれを受託した。 

（委託業務の実施） 

第２条  受託者は、別紙「家庭ごみ定期収集及び運搬業務（第１期分）委託仕様書」（以下「仕

様書」という。）の内容に基づき、確実かつ誠実にこの委託業務を履行しなければならない。 

  （委託期間） 

第３条   委託期間は、令和８年４月１日から令和１２年３月３１日までとする。 

 （報告及び検収） 

第４条 受託者は、当該月の委託業務が完了したときは、その履行内容について、翌月の５

日（３月の委託業務については、３月末日）までに、実績報告書及び作業・運転報告書等

を委託者に提出しなければならない。 

２ 委託者は、前項の実績報告書等を受理したときは、その日から１０日以内に当該報告書

について、業務の完了を確認するための検収を行わなければならない。 

３ 受託者は、前項の検収に合格しないときは、直ちに手直し等を行い、委託者の検収を再

度受けなければならない。 

（業務委託料） 

第５条  本契約に係る業務委託料は、〇〇〇円（うち消費税及び地方消費税の額（以下「消

費税等」という。）〇〇〇円）とする。なお、毎月の支払額は次のとおりとする。 

令和８年４月分のみ 〇〇〇〇円（うち消費税等 〇〇円） 

それ以降      〇〇〇〇円（うち消費税等 〇〇円） 

２  受託者は、前条の検収に合格した後、前項の業務委託料を委託者に請求することができ

る。委託者は、受託者の適法な請求のあった日から３０日以内に受託者に業務委託料を支

払わなければならない。 

３ この契約締結後、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正等によって消費税等

額に変動が生じた場合は、委託者は、この契約を何ら変更することなく業務委託料に相当



【案】 

額を加減して支払うものとする。 

（契約の保証） 

第６条 受託者は、高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号）の規定により公告そ

の他の契約の申込みの誘引において委託者から求められたときは、この契約の締結と同時

に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第４号の場合に

おいては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければな

らない。 

(1)  契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託 

者が確実と認める金融機関の保証 

 (4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において「保証の額」

という。）は、業務委託料のうち、令和４年度に支払う予定の金額の１０分の１以上としな

ければならない。 

３ 第１項の規定により、受託者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは当該

保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証

を付したときは契約保証金の納付を免除する。 

４ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の１０分の１に達

するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額

を請求することができる。 

（再委託等及び権利譲渡の禁止） 

第７条 受託者は、第２条の委託業務の実施については、自ら行い、第三者に再委託、若し

くは請負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。 

（委託業務の調査等） 

第８条  委託者は必要と認めるときは受託者に対して委託業務の履行状況について調査を行

い、又は報告を求めることができる。 

２ 受託者は、作業日誌、経理簿、車両点検表等業務に関する必要な書類を常に整備し、委

託者から請求があったときは、委託者に提出しなければならない。 

（損害賠償責任） 

第９条   受託者が、委託業務の実施に関して、委託者又は第三者に与えた損害については、

受託者の責任において、その損害を賠償しなければならない。 

（秘密の保持） 



【案】 

第１０条   受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に利用

してはならない。この契約解除後においても同様とする。 

（個人情報の保護） 

第１１条   受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取扱う場合は、別記「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（不当要求行為を受けた場合の措置） 

第１２条 受託者は、この契約の履行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(1)  暴力団等から不当要求行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市

に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。 

(2) 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに市に報告するととも

に、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 暴力団等 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号及び次条第１項第５号に

おいて同じ。）、暴力団関係者（暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下この号において同じ。）又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、

その組織の威力を背景として同法第２条第１号に規定する暴力的不法行為等を行うもの

若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若

しくは関与するものをいう。次条第１項第５号において同じ。）その他不当要求行為を

行う全ての者をいう。 

(2) 不当要求行為 不当又は違法な要求その他この契約の適正な履行を妨げる一切の不当

又は違法な行為をいう。 

（委託者の解除権） 

第１３条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することがで

きる。 

(1) 受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号） 

第４条に定める基準に適合しなくなったとき。 

  (2)  受託者がこの契約の条項に違反したとき。 

  (3)  受託者において委託業務を遂行する見込みがないと委託者が認めるとき。 

  (4)  委託者の指示に従わないとき。 

(5) 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 代表一般役員等（受託者の代表役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受



【案】 

託者が法人である場合には代表権を有する役員（代表権を有すると認めるべき肩書を

付した役員を含む。）をいう。以下このアにおいて同じ。）、一般役員等（法人の役員（執

行役員を含む。）又はその支店若しくは営業所（常時業務等の委託契約を締結する事務

所をいう。）を代表する者（代表役員等を除く。）をいう。）又は経営に事実上参加して

いる者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団関係者であると認められるとき。 

イ 代表一般役員等が、委託業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の

利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力

団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 

ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金

銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 

エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

オ 契約等に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを

知りながら、当該者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用し

たと認められるとき。 

カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結す

る等当該者を利用していた場合（オに該当する場合を除く。）に、委託者が当該再委託

契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわ

らず、これに従わなかったとき。 

２ 前項の規定による契約の解除により受託者が損害を受けても、委託者は、その補償をし

ないものとする。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１４条 次に各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、当該年度に支払う予

定の業務委託料の１０分の１に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払

わなければならない。 

(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合 

(2) 受託者がその債務の履行を拒否した場合又は受託者の責めに帰すべき事由によって

受託者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律

第７５号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 



【案】 

（受託者の解除権） 

第１５条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可

能となったときは、この契約を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、そ

の損害の賠償を委託者に請求することができる。 

（違約金の徴収）  

第１６条 受託者がこの契約に基づく違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、

委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料の支払

の日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者

の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。  

２ 前項の規定による追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年２．５

パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。  

（災害緊急時の対応） 

第１７条 地震や風水害等の災害緊急時の収集作業等については、この契約の定めに関わら

ず、委託者、受託者協議して決定するものとする。 

（定めのない事項等の処理） 

第１８条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項に疑義が生じたときは、委託者、

受託者協議して決定するものとする。 

（契約履行の原則） 

第１９条  委託者、受託者双方は、信義誠実をもって、この契約を履行しなければならない。 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

令和  年  月  日 



【案】 

               委託者  高松市 

 

                   高松市長  大 西 秀 人 

 

 

 

                              受託者    【所在地】 

 

                                        【業者名】 

 

                                        【代表者役職】 【代表者氏名】 

 



【案】 

別記 

  個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１条 受託者は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人情報を適正に取り扱わな

ければならない。 

 （秘密の保持） 

第２条 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らし、又は

不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。 

 （使用者への周知） 

第３条 受託者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、こ

の契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らし、又は不当な目的に

使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第４条 受託者は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に

行わせる場合は、当該正社員以外の労働者にこの契約及び本特記事項に基づく一切の義務を遵

守させなければならない。 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を

負うものとする。 

 （収集の制限） 

第５条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的

を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しな

ければならない。 

 （目的以外の使用等の禁止） 

第６条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り

得た個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （適正な管理） 

第７条 受託者は、この契約による事務に係る安全確保の措置（個人情報の漏えい、滅失又はき

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置をいう。）を講じなければならない。 

 （複写等の禁止） 

第８条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するた

めに委託者から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならな

い。 



【案】 

 （再委託の禁止） 

第９条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理は自ら行う

ものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

 （資料等の返還等） 

第１０条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引渡しを受け、又は受託

者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除

された後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に指

示したときは、当該指示した方法により処理するものとする。 

 （事故報告義務） 

第１１条 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあ

ることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、その指示に従わなければならない。この契

約が終了し、又は解除された後も、同様とする。 

（契約解除） 

第１２条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約の全部又

は一部を解除することができる。 

２  受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、委託者に対して、

その損害の賠償を請求することはできない。  

（損害賠償） 

第１３条 受託者の故意又は過失によるものか否かを問わず、受託者が本特記事項の内容に違反

し、又は本特記事項に定める義務の履行を怠ったことにより、委託者又は第三者に損害を与え

たときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。 


